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１ 公募の概要 
 

東近江市では、「第８期東近江市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（令和３年度

～令和５年度）」に基づき、地域密着型サービスの整備を進めています。 

地域密着型サービスの質及び事業所の適正な運営を確保するため、令和５年度地域密

着型サービス整備事業者募集要項に基づき、公募により事業者の選定を行います。 

 

２ 公募する施設の種別等 
 

 

３ 募集圏域 
 

施設の整備を予定している日常生活圏域は、次のとおりです。 

圏域について、詳しくは「第８期東近江市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（令

和３年度～令和５年度）」で確認してください。 

(1) （介護予防）小規模多

機能型居宅介護事業所 

募集圏域  

八日市（八日市及び建部地区）、永源寺、五個荘 

(2) 認知症高齢者グルー

プホーム 

募集圏域  

八日市（八日市及び建部地区）、湖東、蒲生 

(3) 認知症対応型デイサ

ービスセンター 

募集圏域  

八日市西（平田、市辺及び中野地区）、八日市東（玉緒、

御園及び南部地区）、五個荘、愛東、湖東、能登川東 

※募集圏域における施設の整備を優先しますが、その他圏域からの選定も検討します。 

 

４ 募集期間等 

施設種別 定員数 施設数 

(1)（介護予防）小規模多機能型居宅介護事業所 
※サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所を除く。 

 

登録定員29人以下 

                        

１施設 

(2) 認知症高齢者グループホーム 定員９人以下 １施設 

(3) 認知症対応型デイサービスセンター 定員12人以下 １施設 

募集期間 提 出 先 

令和５年４月14日（金）から 

令和５年５月15日（月）まで 
（土曜、日曜及び祝日を除く。）   

午前９時から午後５時まで 

〒527-8527  東近江市八日市緑町10番５号 

東近江市福祉部長寿福祉課(市役所本館１階) 

【電   話】0748-24-5645 

【ＩＰ電話】050-5801-5645 
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５ 応募の条件 
 

(1) 滋賀県内に拠点（事務所又は事業所）のある法人又は団体であること。 

 

(2) 令和６年３月31日までに施設整備（建物完了検査を含む。）を完了すること。 

 

(3) 整備完了後、速やかに事業を開始（おおむね１箇月以内）すること。 

 

(4) 施設は、老人福祉法（昭和38年法律第133号）、介護保険法（平成９年法律第123号）

その他関係法令等の基準を満たしていること。 

 

(5) 整備する土地及び建物が、都市計画法（昭和43年法律第100号）、建築基準法（昭和

25年法律第201号）、消防法（昭和23年法律第186号）その他関係法令等の基準を満たし

ていること。特に、開発許可等の事前協議が必要な場合又は農地転用等の規制の有無

については、各担当課と協議を行うこと。 

 

(6) 事業を確実に実施できるものであること。事業を行う意思はあるが、土地の確保が

困難な場合等計画に具体性のない事業者は選定しない。 

 

(7) 整備する建物及びその敷地は、施設設置者の所有若しくは取得見込みのあるもの又

は賃貸借契約が締結されているもの若しくは締結見込みであること。また、土地又は

建物を賃借する場合には、事業開始から10年以上の契約期間であること及び当該不動

産に抵当権等の設定がないこと。 

 

(8) 応募に当たり、事前に地域住民に十分な理解が得られるよう、自治会及び地域住民

に十分な説明を実施すること。 

 

(9) 「２ 公募する施設種別等」(1)の事業所の利用者は、有料老人ホーム等（老人福祉

法第29条第１項に規定する有料老人ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関する法律

（平成13年法律第26号）第５条に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。）の利

用者以外の利用が、定員の５分の４以上となること。 

 

(10) 整備する施設においては、地域交流スペース（地域住民の自主的な介護予防事業、

学習会、交流会等に活用でき、地域の高齢者の生きがいづくりや交流の場となる場所

をいう。）を確保すること。 

 

(11) 開設後は、継続して安定した運営を行う能力、資力等を有する法人又は団体である

こと。 

 

(12) 介護保険法第78条の２第４項各号及び同法第115条の12第２項各号（欠格事項）の

規定に該当しないこと。 
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(13) 法人又はその役員等は、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第77号）に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係

を有するものでないこと。 

 

６ 地域密着型サービスの基準等 
 

地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準は、東近江市指定地域密着

型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成30年東近江市条

例第13号）、東近江市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例（平成30年東近江市条例第14号）、東近江市指定地域密着型サービス事業者

及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例（平成25年

東近江市条例第７号）その他厚生労働省発出の関連通知によるものとします。 

 

７ 地域密着型サービス事業者の選定方法 
 

(1) 事業者の選定方法 

ア 事業者は、計画協議書等による書類審査、面接審査及び東近江市高齢者福祉施設

等基盤整備委員会（以下「委員会」という。）の意見等を踏まえて総合的に審査し、

選定します。 

イ 申請者が競合しなかった場合においても、委員会を開催し、申請者の審査を行い

ます。審査の結果、適正な事業運営が見込まれないと判断した場合には、事業予定

者として選定しないときがあります。 

ウ 応募事業者がない場合又は予定事業者が決定しなかった場合は、再度公募を行う

ときがあります。 

 

(2) 審査の手順 

ア 書類審査では、提出された計画協議書等により審査します。 

イ 面接審査では、受付後に応募事業者に個別に案内する日程により面接を行います。 

面接では、次の内容等についてヒアリングを行います。 

(ｱ) 運営理念と方針について 

(ｲ) 施設の概要及び特徴について 

(ｳ) 事業運営について 

(ｴ) 職員体制について 

(ｵ) 関係機関（行政、医療、保健及び福祉等）や地域との連携について 

(ｶ) 衛生管理・感染症対策・防災対策（業務継続計画等）、苦情処理、事故発生時の

対応について 

 

(3) 審査結果の通知及び応募概況の公表 

ア 審査の結果については、応募者に書面により通知します。 

イ 選定した事業者名は、東近江市ホームページ等で公表します。この場合において、 

提案内容の一部を公表する場合があります。 
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８ 応募の手続 
 

(1) 計画協議書の提出について 

ア 応募を希望する事業者は、８（2）に定める提出書類を１冊にまとめて、10部（正 

本１部、副本９部）提出してください（副本は写しで可）。 

イ 提出書類は、次のとおり体裁を整えてください。 

(ｱ) 原則として、Ａ４判で作成してください。 

（図面等詳細な書類は、Ａ３判とします。） 

(ｲ) ８（2）の書類番号順に並べてください。 

(ｳ) ページ番号を付与してください（正本、副本両方）。 

(ｴ) 正本のみインデックスを付け、書類の内容を 

表示してください。 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 提出書類のほか、市長が必要と認めた場合は、別途資料の追加提出や修正を求め 

 るときがあります。また、提出された書類は、返却しません。 

エ 募集期間を過ぎた場合は、受付できません。 

オ 受付時に提出書類の確認を行いますので、前日までに長寿福祉課に連絡の上、申 

請書の提出日時の調整を行ってください。 

カ 提出時には書類の内容を説明できる方が来庁してください。郵送、ファックス等 

による申請は、受け付けません。 

キ 他の応募者に関しての問合せには一切応じません。 

ク 公募に係る「計画協議書」等の提出様式は、東近江市ホームページに掲載します。 

 

 
 

東近江市ホームページ 

http://www.city.higashiomi.shiga.jp 
掲載場所 

「トップ画面→健康・医療・福祉→福祉→高齢者福祉」 

ページの付与 

正本には項目ごと 

にインデックス 

様式第１号 

 

計画協議書 

 

 

 

 

 

 

－１－ 

左側でとじる 
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(2) 応募に係る提出書類一覧 
 

※事業者概要、事業スケジュール及び決算書等の様式は、任意様式とします。 

書類番号 項   目 内    容 

 １ 計画協議書 
東近江市高齢者福祉施設等基盤整備費補助金交付要

綱（平成18年東近江市告示第21号）様式第１号 

 ２ 
計画協議書の添付 

書類 

① 整備予定地付近の見取図及び現況写真 

② 建物配置図、平面図及び立面図 

③ 各室の面積表 

④ 整備工事費の見積書及び内訳書 

⑤ 施工計画書 

⑥ 資金計画書及び収支シミュレーション（施設整備

の資金借入れがある場合は借入金償還計画を含

む。） 

⑦ 土地・建物の権利関係が確認できる書類（土地・

建物売買契約書又は土地、建物の賃貸借契約書の写

し（仮契約書の写しでも可）。土地・建物賃貸契約書

は、契約期間（期間は事業開始から10年以上）が確

認できるものに限る。） 

 ⑧ 土地・建物登記簿謄本 

 ３ 定款又は寄附行為 最新のもの 

 ４ 法人登記簿謄本 応募申請日前３箇月以内に発行されたもの 

 ５ 事業者概要 

① 法人又は団体の経歴・実績 

② 代表者の経歴 

③ 役員の構成及び名簿 

④ 事業者の概要（パンフレットでも可） 

⑤ 現在運営している施設又は事業に関する資料 

 ６ 事業スケジュール 

① 開設準備から事業開始までの行程表 

② 地元等との協議経過記録（会議録等）、地元住民へ

の説明スケジュール等 

 ７ 決算書等 

① 直近２年間の決算書類（令和３年度、令和４年度

見込み）（※法人全体及び事業ごとの決算書） 

② 公的機関からの補助､融資､寄附等がある場合（過

去２年間）は、交付決定通知書、納付書等、その内

容が確認できるもの 

 ８ その他 
①市（町）税の完納証明書（法人又は団体及び代表者） 

②暴力団等の排除に係る誓約書（14頁様式） 
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９ 応募に際しての留意事項 
 

(1) 東近江市指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
に規定されている研修については、指定前に受講を完了しておいてください。 

 
(2) 整備する施設が老人福祉法第11条に規定する措置の対象となる場合は、市が講ずる
高齢者虐待の防止及び養護者に対する支援に協力いただきます。 

 
(3) 応募における用地（建物）権利者、地域住民等との間に生じた損害賠償請求、事業
者として選定されなかったことなどによる損害等について、東近江市はその責任を負い
ません。 

 
(4) 応募に当たって必要な経費は、全て応募者の負担とします。 

 
(5) 事業者として選定された法人がその地位を譲渡し、又は第三者に利用させること

は、その理由のいかんを問わず一切認められません。 
 
(6) 応募に際して不正行為を行った場合又は書類に虚偽の記載があった場合は、失格と 
 なります。 

 
(7) 応募受付後に辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出してください。 

 

10 事業者の指定 
 

(1) 選定された事業者は、施設の整備等が終了した後、介護保険法に基づく指定の申請
及び老人福祉法に基づく届出を行ってください。 

 
(2) 施設の整備後であっても、指定の申請に際し指定基準を満たさない場合は、事業所
指定を行いません。 

 

11 補助金の交付 
 

(1) 選定された事業者が、補助金の交付を希望する場合は、事業者選定後、東近江市高
齢者福祉施設等基盤整備費補助金交付要綱第８条の規定により、補助金交付申請を行
ってください。 

 
(2) 地域密着型サービス事業に対する補助金については、市が国及び県の補助金を受け
て交付するものですが、令和５年度の国及び県の補助金が未確定であるため、確約され
るものではありません。したがって、資金計画においては、東近江市高齢者福祉施設
等基盤整備費補助金交付要綱別表（高齢者福祉施設等基盤整備費補助金交付基準）を
参考にしてください。 

 
(3) 国及び県の補助金要綱の改正を受けて、市の交付基準も改正する場合があります。 

 
(4) 過去に東近江市高齢者福祉施設等基盤整備費補助金を活用して整備をされた施設を 
使用する場合は、当初の定員以下であれば開設準備経費補助金及び施設整備費補助金
の交付対象にはなりません。 

 

(5) 補助を受けて取得した財産に関しては、東近江市補助金等交付規則（平成17年東近

江市規則第54号）第25条に基づき財産処分に制限が付されます。処分制限期間を経過

せずに財産処分を行う場合、補助金の返還が発生することがあります。 
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【参考】東近江市高齢者福祉施設等基盤整備費補助金交付要綱 

(1) 開設準備経費補助金 

開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備を支援するた

め、施設の開設６箇月前の準備に必要な経費に対して補助金を交付します。 

ア 対象経費 

施設の円滑な開所に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費（備品設置

に伴う工事請負費を含む。）、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役

務費及び委託料 

イ 補助金交付額  

施設種別 交付単価 

小規模多機能型居宅介護事業所 839,000円×宿泊定員数 

認知症高齢者グループホーム 839,000円×宿泊定員数 

認知症対応型デイサービスセンター 補助対象外 

  

(2) 基盤整備費補助金 

施設整備の円滑な実施を図るために要する経費に対して補助金を交付します。 

ア 対象経費 

施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(※) 

（※工事事務費とは、工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、

旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、

工事費又は工事請負費の2.6％に相当する額を限度とします。ただし、別の負担

（補助）金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費に

は、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含

みます。） 

イ 補助金交付額 

施設種別 交付単価 

小規模多機能型居宅介護事業所 33,600,000円×施設数 

認知症高齢者グループホーム 33,600,000円×施設数 

認知症対応型デイサービスセンター 11,900,000円×施設数 
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12 公募及び整備スケジュール 
 

(1) （介護予防）小規模多機能型居宅介護事業所 

(2) 認知症高齢者グループホーム 

(3) 認知症対応型デイサービスセンター 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※スケジュールは、一部変更になる場合があります。 

日 程 内  容 

公 告 日 令和５年度地域密着型サービス整備事業者募集要項公表 

４月14日（金） 

～５月15日（月） 
応募受付 

５月16日（火） 

～５月22日（月） 
 書類審査（計画協議書、資金計画、整備行程表及び決算書類等） 

６月上旬  「東近江市高齢者福祉施設等基盤整備委員会」による選考審査 

６月上旬 
審査（委員会による書類及び面接選考審査）結果通知及び選定

事業者公表 

６月中旬 
高齢者福祉施設等基盤整備費補助金 交付申請 

（事業者→東近江市、東近江市→滋賀県に申請） 

６月下旬～ 

７月上旬 

高齢者福祉施設等基盤整備費補助金 交付決定 

（滋賀県→東近江市、東近江市→事業者に通知） 

７月上旬～ 

 

建物着工（施設整備期間 令和５年７月～令和６年３月 ９箇月間） 

（開設準備期間 令和５年10月～令和６年３月 ６箇月間）    

令和６年 

３月上旬 
建物竣工 

３月中旬 
高齢者福祉施設等基盤整備費補助金  実績報告 

（事業者→東近江市に報告） 

３月中旬 事業所指定申請 

３月中下旬 建物完了検査及び事業所指定実地調査 

３月下旬 
高齢者福祉施設等基盤整備費補助金 請求 

（滋賀県から決定後、事業者→東近江市に請求） 

令和６年 

４月上旬 
事業所指定、事業開始 
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様式第１号（第６条関係） 

 

計画協議書 

作成日      年  月  日 

 

 

１ 施設設置者・事業者の概要 

施設名 

 

施設設置者名 

代表者名 

 

整備する施設の所在地 

（連絡先） 

〒 

 

ＴＥＬ：           ＦＡＸ： 

事業主体名 

代表者名 

 

法人の主たる事務所の

所在地（連絡先） 

〒 

 

ＴＥＬ：           ＦＡＸ： 

 

２ サービス内容と利用対象者 

サービス内容 利用対象者 

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス 

 小規模多機能型居宅介護事業所 
 

定員     人 

 

宿泊   人 

通い   人 

 
地域密着型（定員29人以下）の特別養護老人ホーム 

（ユニット型を対象とする。） 

 認知症高齢者グループホーム 

 認知症対応型デイサービスセンター 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 地域包括支援センター 

    ↑ 該当する欄に○印を記入してください。 
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３ 建物の概要 

都市計画法上の 

用途地域 

 

建物の形態、構造、 

面積等 

敷地の所有関係 （自己所有地・借地・買収（予定地）の別） 

敷地面積    （     ）㎡ 

施設の所有関係 （自己所有・借家・買収（予定）の別） 

施設整備の区分  創設・増築・拡張・その他（    ） 

（ ）造（ ）階建 延床面積（  ）㎡ 

１室当たりの居室面積（   ）㎡ 

※整備予定地付近見取図、現況写真、配置図、平面図、立面図、各室面積表を添付し

てください。 

  

４ 施設整備について 

(1) 施工計画 

直営・請負の別     直営   ・   請負 

契約予定年月日 令和   年   月   日 

着工予定年月日 令和   年   月   日 

竣工予定年月日 令和   年   月   日 

事業開始予定年月日 令和   年   月   日 

 

(2) 施設の整備に係る事業費 

施設整備費 円       

設備整備費 円       

合  計  円       

※整備工事費の見積書及び内訳書、施工計画を添付してください。 

 



11 
 

(3) 財源内訳 

東近江市高齢者福祉施設等基盤整備費補助金の交付を 

（  ）申請する   ・   （  ）申請しない 

施設設置者負担金 円     

市補助金 円     

その他（寄付金等） 円     

合   計 円     

 

５ 職員の概要（予定者） 

職種 人数 雇用形態 備  考 

    

    

    

    

    

(1) 職員採用計画・採用後の研修計画（学習会、虐待防止、ハラスメント対策等）に

ついて 

 

(2) 職員の適切な勤務体系及びメンタルヘルスへの取組について 

 

(3) 職員の認知症ケアに係る専門知識及び技術の向上への取組について 
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６ 施設運営について 

１ 理念とサービスの提供について 

(1) 事業運営方針、法人の理念及び経営方針について 
 

(2) 利用者の視点に立ったサービス提供の内容について 
 

(3) 衛生管理・感染症対策・防災対策（業務継続計画等）について 
 

(4) 苦情処理の体制や考え方、利用者の事故発生時の対応について 
 

２ 地域との交流及び地域での暮らしの支援について 

(1) 施設整備に当たり、地域との調整はどのように取り組んでいるか。 

 

(2) 施設と地域との関わりについて、具体的にどのような方策を考えているか。 

 

(3) 地域に認知症についての理解を求めることについて具体的にどのような方策を考えているか。 
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３ 医療機関等との連携について 

(1) 提携医療機関（予定も含む。） 

 

(2) 医療機関等との連携について具体的にどのような方策を考えているか。 

 

※協議書の提出に当たり、添付資料として次の施設整備費関係書類を提出すること。 

  (1) 整備予定地付近見取図、現況写真、配置図、平面図、立面図、各室面積表 

  (2) 整備工事費の見積書及び内訳書 

  (3) 施工計画 

  (4) 資金計画（施設整備の資金借入れがある場合は、借入金償還計画を含む。） 

  (5) 土地購入契約書若しくは土地、建物の賃貸借契約書又は仮契約書の写し（賃貸の

場合は、契約期間が分かるもの） 
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誓 約 書 

 

  年  月  日  

 

東近江市長   様       

 

所在地 

商号又は名称 

代表者職氏名                 ㊞ 

 

 

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、今回の応募に当たり、下記の事項に

ついて誓約します。 

 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、

異議は一切申し立てません。 

 また、下記の事項を確認するため、貴市から役員等名簿の提出を求められた場合には、速やかに

提出するとともに、当該名簿により提出する当方の個人情報を東近江警察署に提供することについ

て同意します。 

 

記 

 

 次の各号に掲げる者でないこと。 

(1) 役員等（応募しようとする者が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員

をいい、当該応募しようとする者から市との取引上の一切の権限を委任された代理人を含む。

以下「役員等」という。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められる者 

(2) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団を

いう。以下「暴力団」という。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者 

(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者 

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又

は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者 

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者 

 

 


